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公
用
土
地
買
上
規
則
（-1889

）:

土
地
収
用
法
の
前
身

各
地
で
地
租
改
正
反
対
一
揆
。
翌
年
、
政
府
は
地
租
を
地
価
の
三
％

か
ら
二
・
五
％
に
減
額

立
石
清
重
《
開
智
学
校
》:

い
わ
ゆ
る
擬
洋
風
建
築
。
地
方
の
大
工
が

西
洋
の
様
式
を
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
独
自
の
表
現
が
生
ま
れ
た

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
、
工
部
大
学
校
造
家
学
科
（
現
・
東
京
大

学
工
学
部
建
築
学
科
）
教
授
お
よ
び
工
部
省
営
繕
局
顧
問
に
就
任
。

西
洋
の
技
術
や
文
化
を
取
得
す
る
た
め
の
御
雇
外
国
人

地
方
三
新
法
（
郡
区
町
村
編
制
法
・
府
県
会
規
則
・
地
方
税
規
則
）:

近
代
的
な
地
方
自
治
制
度
の
確
立

琉
球
処
分:

沖
縄
県
を
設
置
、
琉
球
王
国
が
消
滅

家
屋
税
の
創
設
（-1950

）:

戸
数
割
に
代
わ
る
べ
き
選
択
税

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
《
鹿
鳴
館
》:

政
府
の
欧
化
政
策
と
し
て
外

交
の
舞
台
に
な
っ
た
が
、
西
洋
人
に
は
イ
ス
ラ
ム
を
折
衷
し
た
様
式

や
日
本
人
の
所
作
の
い
び
つ
さ
が
目
立
っ
た
。
一
九
四
〇
年
解
体

東
京
市
区
改
正
条
例
（-1919

）:

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、
用
地
買
収
の
簡

便
化
。
一
九
一
八
年
に
横
浜
、
名
古
屋
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
に
準
用

大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
、翌
年
施
行（-1947

）:

第
二
七
条
一
項「
日

本
臣
民
ハ
其
ノ
所
有
権
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
」
二
項
「
公
益
ノ
為

必
要
ナ
ル
処
分
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル
」（
近
代
的
所
有
権
）

土
地
収
用
法
（-1900/-1951

）:

「
公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分
」
を
規
定

三
菱
が
丸
の
内
の
陸
軍
省
用
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
る
。「
三
菱
ヶ
原
」

と
い
う
ほ
ど
の
野
原
だ
っ
た
が
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
《
三
菱

一
号
館
》（1894

）
を
皮
切
り
に
オ
フ
ィ
ス
街
に
開
発
（
一
丁
倫
敦
）

伊
東
忠
太
「
法
隆
寺
建
築
論
」『
建
築
雑
誌
』
一
一
月
号:

法
隆
寺
を

世
界
の
建
築
史
と
の
関
係
で
位
置
づ
け
た
。
日
本
建
築
史
の
始
ま
り

日
清
戦
争
（-1895

）:

翌
年
、
下
関
条
約
で
遼
東
半
島
・
台
湾
・
澎

湖
列
島
を
領
有
す
る
が
、
露
仏
独
三
国
干
渉
で
遼
東
半
島
は
返
還
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民
法:

第
二
百
六
条
「
所
有
者
ハ
法
令
ノ
制
限
内
ニ
於
テ
自
由
ニ
其

所
有
物
ノ
使
用
、
収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス
」

東
京
建
物
、安
田
善
次
郎
に
よ
り
設
立
。日
本
初
の
総
合
不
動
産
会
社
。

住
宅
ロ
ー
ン
制
度
を
考
案

古
社
寺
保
存
法
（-1929

）:

日
本
初
の
文
化
財
保
護
に
関
す
る
法
律
。

特
別
保
護
建
造
物
お
よ
び
国
宝
（
建
造
物
以
外
）
を
指
定

不
動
産
登
記
法
（
二
〇
〇
四
年
に
全
面
改
正
）

光
明
寺
村
女
工
焼
死
事
件:

深
夜
に
織
物
工
場
で
出
火
、
二
階
に
寄

宿
す
る
女
工
四
九
名
の
う
ち
三
一
名
が
逃
げ
遅
れ
て
焼
死
。
当
時
、

女
工
の
逃
亡
防
止
で
窓
に
は
鉄
格
子
、
出
入
口
は
施
錠
さ
れ
て
い
た

日
露
戦
争
（-1905

）:

翌
年
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
で
、
北
緯
五
〇
度

以
南
の
樺
太
を
領
有
、
旅
順
・
大
連
の
租
借
権
な
ど
を
獲
得

相
続
税
の
創
設:

日
露
戦
争
の
戦
費
調
達
策
。
富
の
再
分
配
と
い
う

考
え
方
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
も
の

古
河
鉱
業
に
よ
る
足
尾
鉱
毒
事
件
（
一
八
八
五
年
頃
か
ら
鉱
毒
流
出
、

被
毒
地
一
〇
万
ha
）
を
受
け
、
政
府
は
反
対
運
動
が
盛
ん
だ
っ
た
栃

木
県
谷
中
村
を
廃
村
と
し
、
住
民
を
強
制
的
に
移
住
さ
せ
た

ブ
ラ
ジ
ル
移
住
開
始
。
太
平
洋
戦
争
開
戦
ま
で
に
一
七
万
九
三
二
一
人

建
物
保
護
ニ
関
ス
ル
法
律（
建
物
保
護
法
）（-1992

）:

地
主
が
替
わ
っ

て
も
借
地
権
に
対
抗
力
を
持
た
せ
、
借
地
人
を
保
護
。
日
露
戦
争
後

の
地
価
高
騰
に
よ
る
地
震
売
買
（
地
代
の
値
上
げ
を
目
的
と
し
た
仮

装
売
買
。
地
震
の
よ
う
に
建
物
が
危
機
に
瀕
す
た
め
）
へ
の
対
応

北
の
大
火:

大
阪
で
明
治
以
降
最
大
の
火
災
。
焼
失
一
万
一
三
六
五
戸

あ
め
り
か
屋
、
橋
口
信
助
に
よ
り
設
立
。
日
本
初
の
住
宅
供
給
会
社
。

橋
口
は
後
に
住
宅
改
良
会
設
立
（1916-43

）、
機
関
誌
『
住
宅
』
刊
行

片
山
東
熊
《
赤
坂
離
宮
》:

西
洋
の
様
式
獲
得
の
集
大
成
。
し
か
し
明

治
天
皇
の「
ぜ
い
た
く
だ
」の
一
言
で
、住
人
と
な
る
べ
き
皇
太
子（
大

正
天
皇
）
が
移
り
住
む
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
﹇*2

﹈

王
政
復
古
の
大
号
令:

江
戸
幕
府
の
廃
止
と
明
治
政
府
の
樹
立

神
仏
分
離
令:

慣
習
的
な
神
仏
習
合
を
禁
止
し
、
国
家
と
し
て
神
道

を
重
視
。
廃
仏
毀
釈
運
動
が
起
こ
り
、
多
く
の
寺
院
や
仏
具
が
破
壊

開
拓
使
の
設
置
、
蝦
夷
地
を
北
海
道
と
改
称

版
籍
奉
還:

中
央
集
権
化
政
策
と
し
て
、
諸
大
名
の
土
地
（
版
）
と

人
民
（
籍
）
の
支
配
権
を
天
皇
に
返
還

東
京
招
魂
社
（
現
・
靖
國
神
社
）
創
建:

幕
末
以
降
の
殉
国
者
を
祀
る
。

太
平
洋
戦
争
時
は
死
の
覚
悟
を
し
た
兵
士
同
士
が
「
靖
国
で
会
お
う
」

と
言
い
合
っ
た
と
い
う
。
戦
後
、
い
わ
ゆ
る
靖
国
問
題
が
発
生

東
京
府
下
で
家
屋
税
導
入
。
家
屋
に
対
す
る
初
の
課
税

社
寺
領
上
知
令:

社
寺
は
境
内
以
外
の
領
地
が
国
有
化

古
器
旧
物
保
存
方
（-1897

）:

日
本
初
の
文
化
財
保
護
法
令
。
文
明

開
化
や
廃
仏
毀
釈
の
風
潮
に
対
応
。
文
化
財
の
リ
ス
ト
化
を
目
的
と

し
た
が
、
建
造
物
は
対
象
外
。
文
化
財
は
そ
の
所
有
者
の
物
に
止
ま

ら
ず
、
公
共
の
財
産
と
し
て
規
制
や
保
護
が
さ
れ
る

廃
藩
置
県:

開
拓
使
と
三
府
三
〇
二
県
、同
年
末
に
一
使
三
府
七
二
県
。

中
央
集
権
化
の
一
環
。
廃
藩
で
城
郭
や
侍
屋
敷
の
多
く
が
解
体

田
畑
勝
手
作
禁
止
令
（1643

）
お
よ
び
翌
年
に
田
畑
永
代
売
買
禁
止

令
（1643

）
が
解
禁
。
地
主
に
よ
る
近
代
的
土
地
所
有
が
進
む

戸
籍
法
施
行:

当
時
の
日
本
の
総
人
口
約
三
三
一
一
万
人
、
住
宅
戸

数
の
推
定
六
〇
〇
万
戸
余

地
租
改
正
（-1880

）:

一
地
一
主
の
原
則
で
土
地
所
有
者
を
確
定
し
、

課
税
対
象
を
収
穫
高
（
物
納
・
村
単
位
）
か
ら
地
価
（
金
納
・
個
人
）

に
変
更
。
近
代
的
な
土
地
の
取
引
や
土
地
担
保
の
基
礎
と
も
な
っ
た

が
、「『
村
』
社
会
に
お
い
て
は
、『
土
地
を
も
つ
こ
と
』
が
単
な
る
不

動
産
所
有
の
意
味
を
超
え
て
、
村
内
で
の
ス
テ
イ
タ
ス
の
基
準
と
な

る
な
ど
、
特
別
な
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
『
土
地
を
も
ち
た
い
』

と
い
う
農
民
の
強
い
意
識
を
た
え
ず
形
成
」﹇*1

﹈
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［*2］参照 : 藤森照信『日本の近代建築（上）─幕末・明治篇』岩波新書、1993、p.257 ［*1］出典 : 坂根嘉弘「近代的土地所有の概観と特質」『土地所有史』山川出版社、2002、p.413


